


 



 

 

はじめに 

緑の基本計画とは 
●都市における緑の保全及び緑化の推進に関する施策や取り組みを総合的、計画的に実施する目

的のため策定するものです。 

 

計画改訂の経緯 
●当町では、平成 13（2001）年に「府中町緑の基本計画」を策定、平成 22（2010）年に改

訂し、緑地の保全及び緑化の推進に関する総合的な施策や取り組みを実施してきました。 

●この度は、平成 28（2016）年度から運用が始まる「府中町第 4 次総合計画」の策定及び「府

中町都市計画マスタープラン」の改訂を受け、これらを含めた関連計画との整合を図ることを

目的に、本計画を改訂します。 

 

計画の役割 
●本計画は、都市公園等の整備、緑地の保全、市街地の緑化など、緑地の保全及び緑化の推進を

総合的、計画的に進めるための指針となるものです。 

●また、本計画は、住民、事業者、行政が協力して緑地の保全及び緑化の推進に係る取り組みを

進めていくための指針となるとともに、国や県等の関係機関に対して理解や協力を求める際の

根拠となるものです。 

●本計画の目標年次は、平成 37（2025）年度とします。 

 

緑の定義と役割 
 

 

 

 

 

本計画において緑とは、以下のものを指しています。 

●水面・水辺、農地（田・畑・樹園地） 

●樹林地、草地、公園・緑地 

●施設の緑（庭、屋上緑化など） 

 

 

 

 

 

 

緑の機能 

環境保全機能 
地球環境問題への関心が高まる中で、野

生生物の生息空間の保全・整備、快適でうる

おいのある都市環境の創造、都市気候の緩

和等、自然との共生、環境への負荷の低減に

資する、主として存在を重視した機能 

 

防災機能 
災害の防止あるいは災害時における避難

地・避難路、都市公害に対する緩衝地帯な

ど、防災に対して役割を果たす機能 

レクリエーション機能 
多様化するレクリエーション需要に応え、

日常的、広域的なレクリエーション活動に対

処し得る、主として利用を重視した機能 

 

景観構成機能 
市街地を取り囲み、その背景となる緑地、

市街地内の社寺林等の郷土景観を形づくる緑

地、市街地内のランドマーク・シンボルとな

るような緑地等、特色あるまちづくりに資す

る、主として景観を重視した機能 

緑とは 



 

 

緑の現況と課題 

緑の現況 
●当町の公園・緑地については、都市公園が

12 ヶ所、地域の公園（児童遊園や広場。緑

地）が 50 ヶ所設置されており、市街化調

整区域には、水分峡森林公園などの公共施

設緑地が存在しています。 

●当町では、「府中町くらすば環境づくり支援

事業実施要領」を定め、地域の公園、道路、

街路樹、河川等の清掃や花の植栽といった、

住民団体の環境保全活動の支援を行ってい

ます。 

●また、町内会等での環境保全活動や、ボラン

ティア団体による森林保全活動の体験や水

辺での観察等、自然と触れ合う活動も行わ

れています。 
 

 

 

▼緑地現況 

         ▲緑地現況図 

 

緑の課題 

 

種 別 緑地数 ⾯ 積
施設 12ヶ所 24.03 ha

緑地 児童遊園 36ヶ所 3.16 ha

教育施設 10ヶ所 22.55 ha

その他 30ヶ所 61.98 ha

76ヶ所 87.69 ha

社寺境内地 7ヶ所 5.27 ha

その他 3ヶ所 1.61 ha

10ヶ所 6.88 ha

98ヶ所 118.60 ha

地域制 河川 3ヶ所 10.25 ha

緑地 森林 1ヶ所 372.31 ha

4ヶ所 382.56 ha

102ヶ所 501.16 ha

法に

よるもの

合計

分 類
都市公園

公共

施設緑地

民間

施設緑地

 

多様化するライフスタイルと価値観 
●個人の余暇活動の内容、経済的・精神的・

文化的価値観の多様化 

●レクリエーション機能を持つ緑の、多様

化するライフスタイルと価値観、余暇活

動等のニーズの高まりへの対応 

 

少⼦⾼齢社会への対応 
●高齢者の暮らしや子育てを支援するため

の緑の創出 

 

緑地現況 
●優れた歴史風土を有する緑地、レクリエーションの場、防災に資する緑地や、良好な景観を有

する緑地など、様々な役割を持つ緑地の適正な配置やネットワーク形成による、良好な都市環

境の形成 

地球環境問題への対応 
●緑の減少による都市環境の悪化や野生生物

の生息地の喪失、水質汚染、災害による被害

の拡大抑制 

●自然との共生や環境に配慮した取組みの推進 

 

 

住 意向 
●公園をはじめとする市街地内の身近な緑地

の創出 



 

 

緑の基本方針 

緑の将来像 
●当町は、緑の深い呉娑々宇山の山林を有しており、そこに降り注いだ雨水が町内を流れる河川

となり、市街地にうるおいを与えています。 

●また、社寺境内地をはじめとする樹林は、当町の歴史文化と密接な関係にあり、都市における

環境の一層の向上に資する貴重な資源でもあります。 

●生活環境に密接に関わる緑は、社会情勢の変化や、都市のあり方に対する住民ニーズに応えな

がら、保全・整備を進めていくことが求められています。 

●本計画においては、こうした背景を踏まえて、当町の目指す緑の将来像を次のとおり設定し、

将来像実現のための施策展開に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

緑の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 緑を守る（都市を支える豊かな緑の保全） 
町北東部の山林や市街地の樹林、河川等は野生生物の生息地として、また町の歴史・風土

を今に伝えるという性質を有しており、良好な都市環境を維持する上での重要な資源となってい

ます。 

緑の豊かさを将来においても実感することができ、人と自然とが共生する都市を実現さ

せるため、こうした緑の保全と活用を進めます。 

 

２ 緑を創る（⼈と緑が触れあう空間の創出） 
緑の豊かさを身近に感じ、またスポーツやレクリエーションの場、防災の拠点等として

容易に利用できることは、安らぎや生きがいのある暮らしの必須条件です。 

こうした都市を実現するため、土地利用に応じ、人と緑が触れあう多様な空間づくりを進め

ます。 

 

３ 緑を慈しむ（緑の大切さを学び、育てる） 
「自然の緑とまちの緑が結ばれた持続可能な環境都市」の実現には、行政のみならず、住

民・事業者などの主体的な協力が不可欠です。 

自然の緑とまちの緑が結ばれた 
持続可能な環境都市 

将来像 



 

 

緑の配置計画 

緑の配置計画 
 

 

 

 

 

 

１ 骨格となる緑地の配置 
●都市の骨格を形成する、町北東部

における山林や、府中大川などの

河川の緑地の保全と緑化の推進 

２ 重要な緑地の配置 
●町北東部の山林や社寺境内地等の

緑地の保全 

●多様化するレクリエーション需要

に対応する、周辺の緑と調和のと

れた公園の計画 

３ 均衡ある緑地の配置 
●社寺境内地・都市公園・公共施設

緑地などバランスの取れた緑地の

配置 

４ 緑のネットワークの形成 
●河川堤防上の歩行空間の整備など

による緑のネットワークの形成 

●主要道路の街路樹や、新規道路の

緑化の推進 

▲緑の総合的な配置計画図 

環境保全機能 
●社寺境内地など市街地の樹木・樹林の保全 

●町北部の山林・市街地を流れる河川の保全 

●市街地に接した町北東部の緑地の保全 

●街路樹や住宅地など快適な生活環境のた

めの緑の保全と創出 

 

防災機能 
●町北部の山林、市街地の都市公園などの緑

地の保全による災害防止 

●街路樹による都市公害の緩和 

●都市公園や道路など避難体系上の役割を

担う緑地の整備・保全 

レクリエーション機能 
●水分峡森林公園、空城山公園、揚倉山健康

運動公園などのレクリエーション資源の

保全と活用 

●緑地を道路、河川、緑道によって有機的に

結びつける緑のネットワークの形成 

 

景観構成機能 
●町北部の山林や、社寺境内地など郷土景観

を構成する緑地の保全 

●社寺境内地や榎川沿いの松並木など歴史

風土に関わる緑地の保全 

●公共施設や街路樹など都市景観の向上 

機能別の配置計画 

総合的な配置計画 



 

 

緑の保全及び緑化の推進のための施策 

 

 

 

 

 

 

●公共施設の再配置等の大規模な都市基盤整備に合わせた都市公園の整備 

●公園や緑の適切な維持管理 

●ワークショップ等の手法を取り入れた官民一体となった公園・交流空間づくり 

●官公庁や学校などの公共施設における草花や花木を活かした積極的な緑化 

●様々な条件を勘案した上での、幹線道路（自動車専用道路を除く）の緑化の推進 

●緑化地域制度（地区計画・緑化協定等）を活用した市街地の緑化の検討 

●大規模施設の緑化、屋上緑化、壁面緑化など、様々な緑化に対する助成制度の検討 

●宮の町三丁目周辺の、市街地における優れた歴史風土を有する貴重な緑地空間としての保全・修景 

●市街地にうるおいを与え、生物が生息する空間である、河川空間を有効活用した緑化 等 

実現に向けて 

緑の基本計画に掲げる基本理念に基づいて、緑の将来像の実現を図っていくためには、

住民（町内会、まちづくり団体・NPO 法人、学校、企業等を含む）と行政（府中町）が、

それぞれ適切な役割分担のもとに協力し合う「協働の緑のまちづくり」を推進していくこ

とが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 紙】左上より順横方向 

 ①府中大川 

 ②空城山公園 

 ③榎川、えの宮公園付近の松並木 

 ④都市計画道路・大須上岡田線 街路樹 

 ⑤揚倉山からの遠景 

 ⑥草摺
くさずり

の滝 

 ⑦水分峡
みくまりきょう

森林公園の桜 

 ⑧都市計画道路・青崎池尻線 街路樹 

 ⑨花の植栽（新石井尻橋付近） 

 ⑩下 榊
しもさかき

公園 

 

 

 

 

府中町緑の基本計画 
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